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⚫ 「金融システムの安定」を確保することは、「物価
の安定」を図ることと並ぶ日本銀行の目的のひとつで
ある。

⚫ 金融機構局は、この「金融システムの安定」に取り
組んでいる。金融高度化センターは、2005年7月に、不
良債権問題から金融システムが安定を取り戻しつつあ
り4月にはペイオフも全面解禁されたという金融システ
ムを巡る大きな環境変化の中で、設立された。

✓ 金融高度化センター設立の経緯については、「ペイオフ
全面解禁後の金融システム面への対応について」（下記
URL）を参照。

Ⅰ．金融高度化センターの役割

https://www.boj.or.jp/finsys/fs_policy/data/fss0503a.pdf

https://www.boj.or.jp/finsys/fs_policy/data/fss0503a.pdf
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⚫ 金融高度化センターでは、金融技術・リスク管理手
法等の高度化の動きに対応し、金融仲介機能をより有
効に発揮していくための各金融機関の取組みを支援し
ている。

⚫ 具体的には、

（1）セミナーやワークショップの開催を通じた金融機
関との対話の促進

（2）先進的な金融技術や金融仲介機能の向上のための
各金融機関の取組状況等に関する調査・研究とその成
果の公表（論文、講演等）

などの活動を行っている。

Ⅰ．金融高度化センターの役割
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⚫ また、地域経済を支える地域金融機関の経営基盤強
化に向けた取組みを幅広く後押しする観点から、地域
金融に関する情報発信を一段と強化していくため、金
融機構局内に「地域金融サポートユニット」を設置し
ている。

⚫ 地域金融サポートユニットでは、金融高度化セン
ターのみならず、考査・モニタリングや金融システム
に関するリサーチ活動等とも協働し、それぞれの知見
を活かして、(1)経営・リスク管理、(2)地域経済や取
引先企業が抱える課題解決、(3)経営環境の変化への
対応といった幅広い分野のテーマを取り上げ、セミ
ナーの開催や論文・レポートの公表等を行っている。

Ⅰ．金融高度化センターの役割
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Ⅳ．その他の取組み

（出所）日本銀行「広報誌『にちぎん』 No.79 2024年秋号」（2024年9月25日）

https://www.boj.or.jp/about/koho_nichigin/backnumber/data/nichigin79-6.pdf

https://www.boj.or.jp/about/koho_nichigin/backnumber/data/nichigin79-6.pdf
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Ⅳ．その他の取組み
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⚫ 高齢化や人口減少等の課題を抱えている地域経済の活
性化は、地域金融機関にとって、経営基盤の強化に直結
する重要な課題となっている。

⚫  地域活性化に向けた具体的な取組みを進めていく際に参
考となる情報を提供していくため、金融高度化センターでは、 
金融機関を対象とするワークショップ等を開催してきた。

✓ ワークショップ等の資料は、日本銀行のホームページに
掲載されている。

Ⅰ．金融高度化センターの役割
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Ⅲ．地域活性化ワークショップ

開催時期 テーマ

第1回 2020年10月26日 地域医療の持続可能性向上に向けた取組み

第2回 2021年 2月 4日 地域公共交通の持続可能性向上に向けた取組み

第3回 2021年 3月 5日 地域金融機関による地域商社の取組みと将来展望

第4回 2021年 9月13日 地域金融機関の人材紹介業務への取組み

第5回 2022年10月31日 DXを活用した一次産業の活性化と地域金融機関による支援の方向性

第6回 2023年 9月21日 観光産業の活性化に向けた地域金融機関の取り組み

第7回 2024年3月28日 公民連携事業（PPP/PFI）の推進に向けた地域金融機関の取り組み

第8回 2024年11月8日 地域金融機関の公民連携事業への取り組み（ウォーターPPP等）

「地域活性化ワークショップ」の開催実績
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⚫ 公民連携事業（PPP/PFI）は、公共の施設とサービスに民
間の知恵と資金を活用する手法として、地域金融機関がファ
イナンスの役割を担い、地域経済の活性化にも資するもので
あり、金融高度化センターでは、金融機関に対する情報提供
に努めてきた。

Ⅰ．金融高度化センターの役割
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公 共

金融機関企 業

融資機会の増加事業機会の創出

４．ＰPP/ＰFIに対する社会的ニーズ

地域経済の活性化を通じた
営業基盤の強化

長期事業による収益安定化

インフラ維持管理・更新費用の圧縮

職員不足への対応（最新技術の導入を含む）

公民連携事業
（PPP/PFI）

民間ノウハウを活用した地域課題の解決
（地域住民の利便性向上など）
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⚫ 公民連携事業（PPP/PFI）に関するセミナー等の開催実績

① 2014年12月

金融高度化セミナー 「公民連携ファイナンスの展開－PFI・PPP
等への取組み－」を開催（対面開催、参加者:約450名）。

✓ 資料：

② 2015年3月～

「PFI・PPPに関する地域ワークショップ」を連続開催（21市で対
面開催）。

✓  資料：

Ⅰ．金融高度化センターの役割

https://www.boj.or.jp/finsys/c_aft/aft_seminar/rel141224aa.htm

https://www.boj.or.jp/finsys/c_aft/local_ws/index.htm

https://www.boj.or.jp/finsys/c_aft/aft_seminar/rel141224aa.htm
https://www.boj.or.jp/finsys/c_aft/local_ws/index.htm
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④ 2024年3月

地域活性化ワークショップ 第7回 「公民連携事業（PPP/PFI）
の推進に向けた地域金融機関の取り組み」を開催。

✓ 資料：

⑤ 2024年11月

地域活性化ワークショップ 第8回 「地域金融機関の公民連携
事業への取り組み（ウォーターPPP等）」を開催。

✓ 資料：

Ⅰ．金融高度化センターの役割

https://www.boj.or.jp/finsys/c_aft/aft240411a.htm

https://www.boj.or.jp/finsys/c_aft/aft241120a.htm

https://www.boj.or.jp/finsys/c_aft/aft240411a.htm
https://www.boj.or.jp/finsys/c_aft/aft241120a.htm


Ⅲ．地域活性化ワークショップ

時 期 主 催 会議名 ステイタス

2015年12月
～ 現在

国土交通省
内閣府 

官民連携事業の推進のための地方ブロックプラット
フォーム（北海道、東北、関東、中部、北陸、近畿、中
国、四国、九州・沖縄）

コアメンバー

2015年 7月
 ～2016年 3月

国土交通省 平成27年度 不動産証券化手法等による公的不動産
（PRE）の活用のあり方に関する検討会

オブザーバー

2017年 5月
～2017年 6月

内閣府地方創
生推進事務局

地方創生に資する不動産流動化・証券化に関する意
見交換会

オブザーバー

2021年11月
 ～2023年 5月

国土交通省 アフターコロナ時代に向けた地域交通の共創に関す
る研究

オブザーバー

地域活性化に関する各種会議等への参加実績

✓  「官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム」が毎年秋に開催する
「PPP/PFI推進首長会議」には、当センターの北村企画役がコメンテーターとして定例
出席しているほか、同プラットフォームの「令和6年度PPP/PFI推進施策説明会」（2025
年1月28日）において説明を実施。

✓ このほか、国土交通省「アフターコロナに向けた地域交通の『リ・デザイン』有識者検
討会」第3回会合（2022年5月10日）において、公民連携事業に関する有識者として、当
センターの北村企画役が意見陳述を行った。
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Ⅱ．ウォーターPPPにおける地域金融機関の役割

１．地方公共団体等への働き掛け

２．地元事業者の持続可能性向上

３．SPCに対する融資・支援

４．モニタリング等への関わり方
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⚫ ウォーターPPP事業の検討・導入に関して、地域金融機関が、
地方公共団体などに対する働き掛けを行うという選択肢も存在。

✓ 下水道の普及が遅かった地域では、汚水管改築（交付金
申請）を予定しない市町村が多いが、ウォーターPPPが事業
収支の改善につながることも認識される必要がある。

✓ 地中の管路は、ハコモノと比べて老朽化状態が見えにくい
ため、漏水・陥没事故が多発するまで、地域住民や議会の関
心が高まりにくい傾向がみられる。

⚫ ごく初期の事業構想段階（マーケットサウンディング以前）に地
方公共団体に大企業を紹介し、事業スキームに関する基礎情報
や「事業者の懸念事項」などを知ってもらうことも重要か（地域金
融機関による地方公共団体・大企業間のビジネスマッチング）。

１．地方公共団体等への働き掛け
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⚫ ウォーターPPPのコンソーシアムについては、地元事業者主
導の組成は容易ではなく、当面、「大企業が代表企業としてプ
ロジェクト全体をマネージし、地元事業者が現場実務を担う」
パターンが多くなる可能性。

✓ 上下水道は住民生活に不可欠なインフラであり、夜間・
休日の緊急対応等を機動的に担える地元事業者の参画
が不可欠となる。

✓ 地元事業者は、日頃の維持管理作業を通じて、管路ネッ
トワークのうち脆弱性の高い箇所を熟知しているため、災
害復旧作業において重要な役割を担っている。

２．地元事業者の持続可能性向上
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（出所）国土交通省 下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 ウォーターPPP分科会 第3回 資料「下水道分野におけるウォーター
PPPガイドライン第1.1版（令和6年6月28日）」（2024年9月4日）
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⚫ 上下水道工事を担っている地元事業者は、これまで地域内
の公共工事に特化してきたため、大企業との連携実績が少な
く、大企業に対する警戒感が強い場合もある。

✓ 大企業によるコンソーシアム組成の動きについて、地元
事業者が「大企業が地方に進出し、地元事業者の仕事を
奪いに来ている」と誤解し、強く反発するケースも少なくな
い。

⚫ 誤解がある場合を含め、大企業による地元事業者への個別
説明時などに、当該事業者の取引先金融機関の職員が同席
するなど、「大企業・地元事業者間のビジネスマッチング」に取
り組むことは有用と考えられる。

２．地元事業者の持続可能性向上
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⚫ 地方では建設会社の廃業が増えており、上下水道についても、
管工事業者（水道）や管更生業者（下水道）が減少している。

✓ 民需のウエイトが低い土木業種は、公共工事落札実績に
よって業績が大きく変動することもあって、親族間の事業承
継を躊躇する経営者も少なくない。

✓ 土木業種では、若年層の採用難が深刻化しており、従業
者の高齢化も進んでいる。

✓ 事業者の減少や高齢化を受けて、やや難度の高い工事
（市街地）や手間の嵩む工事（交通規制あり）などの入札不
調が増加傾向にある。

⚫ ウォーターPPPのコンソーシアムに参画する地元事業者につ
いても、事業期間（10年間）内に想定外の休廃業を余儀なくされ
るケースも想定される。

２．地元事業者の持続可能性向上
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⚫ コンソーシアムには、地域内の「意欲・能力のある地元事業
者」群に幅広く参画してもらうことが重要。

⚫ コンソーシアムでは、地元事業者間の連携が不可欠となるが、
これまで入札で競争してきたこともあり、共創に意識を切り替え
ることは容易ではないものとみられる。

⚫ 地域金融機関が地元事業者にウォーターPPP事業への参画
や連携強化の必要性を丁寧に説明したり、管更生業者による有
限責任事業組合の組成を支援するなど、「地元事業者間のビジ
ネスマッチング」に取り組むことも有用である。

➢ 水道には管工事協同組合が存在するが、下水道の管
更生業者には地域横断的な組合が存在しない。

✓ コンソーシアムを組成する立場の大企業からも、こうした取
組みに対する期待の声が聞かれていることが多い。

２．地元事業者の持続可能性向上
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（出所）国土交通省 下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 第30回検討会 資料「下水道管路の包括的民間委託について
（千葉県柏市）」 （2022年8月5日）

柏市下水道管路包括的民間委託の事例

コンソーシ
アム組成
に当たり、
代表企業
による働き
掛けを受
けて新設
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⚫ PFI事業（上下水道以外）では、大企業のコンソーシアムに参画
した地元事業者がノウハウを習得し、他案件の入札で代表企業
としてコンソーシアムを組成し、大企業と競って落札に成功する
事例がみられ始めている。

✓ 地域の建設会社が、工事以外の新たな収益源としてインフ
ラ管理・運営分野への進出を図るケースも増えている。

⚫ こうした事例では、地域金融機関が地元事業者に対して、提案
内容や提案書の書き方について助言したり、ビジネスマッチング
を通じてコンソーシアム組成を支援する取り組みもみられる。

⚫ 上下水道では、大企業は代表企業に必ずしも固執しておらず、
緊急対応を担える地元事業者に代表企業を任せていくことを展
望しているケースが多く、ウォーターPPPが「地元事業者の成長
機会」に繋がっていく可能性。

２．地元事業者の持続可能性向上
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（出所）国土交通省 下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 ウォーターPPP分科会 第3回 資料「下水道分野におけるウォーター
PPPガイドライン第1.1版（令和6年6月28日）」（2024年9月4日）
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⚫ ウォーターPPP事業を契機として、抜本的な経営強化、事業
承継、DXの導入など、地元事業者の抱えている経営課題と改
めて向き合い、地域金融機関が取引先支援に確りと取り組ん
でいくことは、地域インフラの維持を通じて、地域活性化に繋
がっていくものと考えられる。

２．地元事業者の持続可能性向上
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⚫ 従来、上下水道事業に係る地元事業者に対して、地域金融
機関が融資を行うケースはあまり多くなかったものとみられる。

✓ 管路の更新・更生工事（公共工事）は、地元事業者が応
札できるよう、地方公共団体が発注規模の細分化や工期
の短期化などを進めてきた地域が多い。

✓ 施設・管路の運転・管理は、地元事業者が包括的民間委
託として担うケースが多いが、工事費と比較すると運転・管
理費は相対的に少額であり、地方公共団体による委託料
の支払頻度は月払いが多い。

３．SPCに対する融資・支援
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⚫ ウォーターPPPのうち「更新実施型」（PFI事業）やコンセッショ
ン方式は、施設・管路の更新・運転・管理などをパッケージ化し
ており、従来と比べて事業規模が膨らむことから、金融機関の
融資機会に繋がってくる可能性がある。

✓ 大阪府富田林市の「下水道管渠長寿命化PFI事業」（BT方
式）は、管更生工事が中心となっているが、事業期間（5年
間）が長く、工費（サービス購入費）も年度払いとなったこと
から、事業者に資金需要が発生し、金融機関の融資に繋
がった。

３．SPCに対する融資・支援
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（出所）国土交通省 下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会 第19回検討会 資料「下水道管渠長寿命化PFI 事業について～
不明水対策としての事業～（大阪府富田林市）」 （2019年5月29日）

富田林市下水道管渠長寿命化PFI事業の事例
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⚫ なお、上記案件には、付帯事業として民有エリア（宅地内）にお
ける排水設備誤接続の調査・解消事業も含まれている。
この事業は、PFI事業者が住民から費用の支払いを受ける仕組
みであるが、不明水対策に繋がることから、住民負担の費用の
一部を助成する排水設備改修助成金制度が2019年10月に創設
された。

✓ ウォーターPPPに関しても、事業者に住民向けの営業活動
を認めれば、民需喚起（老朽設備の更新・更生工事を含む）
を通じて、事業者の採算性向上に繋がるほか、事業者（SPC）
に対する地域住民の認知度向上にも繋がる可能性。

➢ 給排水設備の点検・清掃等の営業活動は、一般的に、
ビジネスとして行われてはいるものの、住民は「過大な費
用を請求されるのではないか」との心配を持っているケー
スが多いとされている。

３．SPCに対する融資・支援
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⚫ 上下水道の公民連携事例においては、地方公共団体の技
術・ノウハウ維持などを目的として、官民出資会社（SPC）が設
立されているケースも散見される。

✓ 北九州ウォーターサービス、水みらい広島、水みらい小
諸、群馬東部水道サービス、ONE・AQITA、など。

⚫ こうした官民出資会社の中には、資金繰りの管理に係る知見
へのニーズなどから、地域金融機関の職員が財務部門に派遣
されているケースもみられる。

✓ 現状、金融機関職員が派遣されていない先からは、「ファ
イナンスに詳しい人材が足りない」との声が聞かれている。

３．SPCに対する融資・支援
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⚫ ウォーターPPP導入に際して、地方公共団体は上工下水道事
業の運用・管理実務の多くをSPCに移管することとなる見通し。

⚫ 事業期間（10年間）の終了後、こうした実務を地方公共団体に
戻すことは容易ではなく、出資構成の見直し等を行いつつ、SPC
が恒久的に維持されるケースも想定される。

⚫ こうしたSPCは、将来、上工下水道にとどまらず、道路・橋梁、
電力、ガスなど、幅広い地域インフラの維持管理・運営を担う官
民出資会社となる可能性も考えられる。

✓ ドイツや英国（スコットランド）では、地域インフラを担う官民
出資会社が普及している（独：シュタットベルケ、英：Hub）。

✓ こうした官民出資会社に対して、過去の「第三セクター問題」
の経験も踏まえつつ、地域金融機関としてどのように向き合う
べきか、考え方を整理しておくことも必要。

３．SPCに対する融資・支援
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⚫ 従来のPPP/PFI事業は、「ハコモノ」が多く、金融機関もモニ
タリングのポイントを熟知していたが、ウォーターPPP事業の
モニタリングには、プラント運用や水質管理など技術的知見
も必要となる。

⚫ 地方公共団体は、技術面のモニタリングを、専門的知見を
持つ第三者機関に委ねる方向性にある。金融機関は、こうし
たモニタリング情報の提供を受けつつ、事業運営全体を俯瞰
するモニタリングに注力することで支障ないものと考えられる。

✓ 同様のモニタリングは地方公共団体も行っているが、金
融機関は法人融資で培ったノウハウ（予兆管理等）を活
かして、一段と深度のあるモニタリングを行うことにより、
地方公共団体のモニタリングを補完・支援する役割を果
たすことが可能である。

４．モニタリング等への関わり方
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 【本資料に関する照会先】

  日本銀行 金融機構局 金融高度化センター 企画役

 北村 佳之 電話 03-3277-2838

 yoshiyuki.kitamura@boj.or.jp

◼  本資料の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本銀行の公式見解を示すものではあ
りません。

◼  本資料の内容について、商用目的での転載・複製を行う場合は予め日本銀行金融機
構局金融高度化センターまでご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記し
てください。

◼  本資料に掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、日本銀
行は、利用者が本資料の情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うもの
ではありません。
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